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原則である「相⾒積⽅式」をせず「随意契約」
とする「具体的で」「第3者から⾒ても充分納
得出来る客観的理由」を記載して下さい。

事業計画書と同⽇

事業計画書と同⼀

「中⼩企業エネルギーコスト削減助成⾦ 
対象設備⼀覧表」に記載の「設備区分」「設備種
別」「規格」と様式１記載の「導⼊設備番号」を
記載する


